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第１章 食物アレルギーとは 
 

１．食物アレルギーの定義 
医学的には「食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体

にとって不利益な症状が惹起される現象」のこと。食べたり、触ったり、吸い込んだ

りした食物に対して、体を守るはずの免疫システムが過剰に反応して起こる有害な症

状をいう。 

   

 

２．食物アレルギーの病型 

  
（１）即時型食物アレルギー 

     原因食物を摂取して２時間以内に症状が現れる。体の様々な部分に下記〈即

時型食物アレルギーの症状〉のような多様な症状が見られる。その中でも、★

印のついた症状は特に注意が必要で、これらの症状が見られた場合は、至急、

医療機関の受診が必要で、エピペン®の使用や救急車要請等、迅速な対応が必

要な場合もある。 

     

   〈即時型食物アレルギーの症状〉 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     即時型食物アレルギー症状の中には、より早期に対応が必要な緊急性が高い

症状がある。次ページ〈緊急性が高い症状〉に示されている症状のうち１つで

もあれば、エピペン®を使用することが推奨されており、至急救急車を要請す

る必要がある。エピペン®が処方されていない場合も同様に救急車を要請する。 

 

 

１．皮膚の症状 ５．呼吸器の症状 ★ 

かゆみ、じんましん、赤み（紅斑） 
声がかすれる、犬が吠えるような咳、のどがしめつけられる感じ、

咳、息が苦しい、ゼーゼー・ヒューヒューする、低酸素血症状 

２．目の症状 ６．消化器の症状 ★ 

結膜の充血、かゆみ、まぶたの腫れ 腹痛、吐き気、嘔吐、下痢 

３．口・のどの症状 ７．循環器の症状 ★ 

口・のどの中の違和感、イガイガ感、

唇・舌の腫れ 

脈が速い（頻脈）、脈が触れにくい・脈が不規則、手足が冷たい、

唇や爪が青白い（チアノーゼ）、血圧低下 

４．鼻の症状 ８．神経の症状 ★ 

くしゃみ、鼻水、鼻づまり 元気がない、ぐったり、意識もうろう、不機嫌、尿や便を漏らす
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   〈緊急性が高い症状〉 

全身の症状 

（神経の症状や循環器の症状）
呼吸器の症状 消化器の症状 

ぐったり 

意識もうろう 

尿や便を漏らす 

脈が触れにくい・不規則 

唇や爪が青白い 

のどが締め付けられる感じ 

声がかすれる 

犬が吠えるような咳 

息がしにくい 

持続する強い咳き込み 

ゼーゼーする呼吸 

持続する強い（がまんでき

ない）腹痛 

繰り返す嘔吐 

 

      

     これらの「緊急性が高い症状」の中でも、一つの臓器にとどまらず、皮膚の

症状、呼吸器の症状、消化器の症状、循環器の症状、神経の症状などの複数の

臓器に重篤な症状が現れる場合をアナフィラキシーと呼ぶ。また、アナフィラ

キシーにおいて、ショック症状（血圧低下やそれに伴う意識障害などの症状）

を伴う場合を「アナフィラキシーショック」と呼び、生命を脅かす可能性のあ

る最も危険な状態であり、迅速かつ適切な対応が必要である。 

 

 
（２）口腔アレルギー症候群 

     果物や生野菜を食べることにより、口腔内違和感を覚え、口腔内に限局した

軽度の即時型反応を示す疾患をいう。本症は、加熱した果物や野菜では出ない

ことが多いが、加熱しても症状が出る場合や、症状が口腔内にとどまらず、全

身症状を示す場合もあるので、注意が必要である。 

     なお、果物や野菜を食べたときに起こる口腔内違和感がすべてアレルギー症

状とは限らず、果物や野菜中のヒスタミンなどの化学物質が直接作用して口腔

内違和感をおこすことがよくある。 

 

 
（３）食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

     食べただけでは症状は起こさず、食後に運動が加わることによってアナフィ

ラキシーが起こるタイプ。 

     全身に広がるじんましんや紅斑などの皮膚症状に加え、高い頻度で呼吸困難

やショック症状などの重篤な状況に至る。これは、運動によって腸での消化や

吸収に変化が起き、アレルゲン性を残したタンパク質が吸収されてしまって起

こると考えられている。 
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第２章 組織的な対応について 

  
 （１）基本的な考え方 

  対象児童生徒やその保護者が、学校生活に対する不安を解消できるよう、 

 保護者から原因食物やその食物を摂取した際の症状及び薬（エピペン®等）の 

 使用の有無など正確な情報を収集し、実態の把握に努めるとともに、教育委員  

 会・学校給食センター・学校の全教職員が共通理解を図り、より安心安全な対   

 応を検討する。 

  
  

（２）食物アレルギー対応における教育委員会・学校の役割 

  ①教育委員会 

   ・食物アレルギー対応についての方針を示すとともに、各学校の取り組みを支

援する。 

   ・井手町食物アレルギー対応委員会を設置する。井手町食物アレルギー対応委

員会は、教育委員会、校長代表、教頭代表、学校給食センター所長、各校養

護教諭、栄養教諭を基本構成員とし、学校生活全般における食物アレルギー

対応の検討を行う。 

 

  ②学校給食センター 

    全職員は、食物アレルギー対応について共通理解を図り、連携・協力して安

全な給食提供に努める。 

 

   【所長】 

   ・校長からの依頼を受け、学校給食センターにおける対応の実施を決定する。 

   ・調理員や栄養教諭に対し、対象児童生徒の実態について理解させるとともに

対応の徹底を指示する。 

   ・アレルギー原因食物の混入防止のため、各作業における確認体制を整える。 

 

   【栄養教諭】 

   ・各校の要請に応じて保護者との個別面談に出席し、アレルギーの原因食物の

確認と給食の提供方法等の調整を行う。 

   ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態に基づき、個別の取り組みプランを

作成し、具体的な調理、配膳作業などを管理して安全な給食提供環境を整え

る。 

   ・食物アレルギーを有する児童生徒の状況、調理場の能力、学校組織等を考慮
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し、安全が担保される献立作成を行う。 

   ・毎月の献立内容や提供の方法などについて保護者と連携する。必要に応じて

食品納入業者から提出された原材料表や加工手順等の情報提供を行う。 

  ③学校 

   全教職員は、食物アレルギー対応について共通理解を図り、連携・協力する。 

 

   【校長】 

   ・教職員の共通連携が図れるよう、「食物アレルギー対応マニュアル」に基づ

き指導する。 

   ・校内食物アレルギー対策委員会を設置及び開催し、協議の上、対応を決定す

る。 

   ・主治医、学校医への情報提供を行うとともに協力を依頼する。 

 

   【教頭】 

   ・保護者や関係機関の窓口として、全体の連絡調整を行う。 

   ・校内研修等を企画する。 

   ・保護者等との個別面談を実施する。 

    

【学級担任】 

   ・保護者からの申し出を速やかに関係教職員に伝え、連携を図る。 

   ・保護者との個別面談において、児童生徒の実態や緊急時の対応を把握する。 

   ・養護教諭、栄養教諭、給食主任等と協力して個人情報ファイルを作成する。 

   ・給食時間や食物、食材を扱う授業、活動において誤食防止のための管理を徹

底し、食物アレルギーを有する児童生徒が安心かつ楽しく過ごせるよう配慮

する。 

   ・他の児童生徒に対して、食物アレルギーについて正しく学ぶ機会を設ける。 

   ・給食時間や食物、食材を扱う授業、活動において自身が不在の場合は、代行

の教職員に十分な引継ぎを行う。 

 

   【給食主任】 

   ・必要に応じて保護者との個別面談に出席し、児童生徒の実態や緊急時の対応

を把握する。 

   ・学校給食に係る全体計画に基づき、食物アレルギーに関する指導について助

言する。 
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    【養護教諭】 

    ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握し、全教職員間の連携を図る。 

    ・保護者との個別面談において、食物アレルギー症状出現時の状態や対応方法

を確認する。 

    ・主治医、学校医、医療機関との連携を図る。 

    ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態に基づき、個人情報ファイルおよび

個別の緊急対応マニュアルを作成する。 

    ・全教職員に食物アレルギーについて知識の普及、啓発を図り、緊急時の対応

について周知する。 

 

   【栄養教諭】 

   ・保護者との個別面談において、アレルギーの原因食物の確認と給食の提供方

法等の調整を行う。 

   ・養護教諭、学級担任、給食主任等と協力して個人情報ファイルを作成する。 
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第３章 対応申請の確認から対応開始まで 
 

１．対応開始決定までの流れ 

 
（１）新 1 年生の場合（中学校を除く） 

 

「食物アレルギー調査票」（様式１）を全員

に配布し、入学説明会にて回収する。 

 

 

 

 

 

入学説明会で回収した「食物アレルギー調

査票」をもとに、保護者との個別面談の日程

調整をする。また、その際に、個別面談での

「学校生活管理指導表」（様式２）の提出を

依頼する。 

 

 

「学校生活管理指導表」をもとに、「面談記

録票」（様式３）の項目に従って対象児童の

保護者からアレルギーの概要を聞き取る。

また、学校給食において対応が必要な場合

は、「食物アレルギー対応実施申請書〔新規・

継続〕」（様式４）の提出を求める。 

 

 

 

学校生活管理指導表および面談内容をもと

に対応方法を関係教職員で協議し、校長が

決定する。学校給食において対応が必要な

場合、校長は保護者から提出された「食物ア

レルギー対応実施申請書〔新規・継続〕」を

「面談記録票」の写しとともに学校給食セ

ンター所長に提出し、対応を依頼する。 

１ 食物アレルギー調査の実施 

（調査票を入学説明会で回収する。）

関係教職員：教頭、養護教諭 

関係書類：食物アレルギー調査票 

時期：入学説明会時 

３ 保護者との個別面談 

関係教職員：教頭、（学級担任）、養護

教諭、（栄養教諭） 

関係書類：学校生活管理指導表、面

談記録票、食物アレルギー対応実施

申請書〔新規・継続〕 

時期：２月中 

４ 対応の決定と 

学校給食センターへの依頼 

関係教職員：校長、学級担任、養護

教諭、（栄養教諭）、（給食主任） 

時期：３月初旬 

２ 個別面談の日程調整 

関係教職員：教頭 

時期：入学説明会後 
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校長からの依頼を受け、学校給食センター

所長は対応を決定する。 

 

 

養護教諭を中心に関係教職員で個人情報フ

ァイルを作成し、食物アレルギー対応委員

会等で検討後、全教職員で情報を共有する。 

 

 

  
 
  

（２）中学校進学時の場合  ＊１～２は小学校で、３以降は中学校で行う。 

 

食物アレルギー対応を行っている６年生児

童に対し、「食物アレルギー対応継続確認書」

（様式５）を配付、回収し、中学校において

も食物アレルギー対応を希望するか否かを

確認する。継続希望の児童に対しては、「食

物アレルギー対応実施申請書〔新規・継続〕」 

の用紙を渡し、「学校生活管理指導表」とと

もに４月に中学校へ提出するよう依頼する。 

（提出の期日等は、中学校に確認する。） 

 

 

回収した「食物アレルギー対応継続確認書」

を学校給食センターに提出するとともに、

対応の継続を希望する児童については、そ

の情報を中学校へ確実に引き継ぐ。 

 

 

 

 

 

５ 学校給食での対応の決定 

６ 個人情報ファイルの作成と 

全教職員への共通理解

関係教職員：全教職員 

時期：３月下旬～４月上旬 

１ 食物アレルギー対応 

継続の希望確認 

関係教職員：養護教諭 

関係書類：「食物アレルギー対応継

続確認書」 

２ 給食センターへの報告と 

中学校への引き継ぎ

関係教職員：教頭、養護教諭、（学級

担任） 

時期：３月初旬 
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小学校で配付された「食物アレルギー対応

実施申請書〔新規・継続〕」に必要事項を記

入の上、「学校生活管理指導表」とともに提

出してもらう。 

 

 

 

 

 

小学校からの引継ぎと異なる点等があれば

関係教職員で保護者と面談を行う。 

 

 

 

学校生活管理指導表および面談内容等をも

とに対応方法を関係教職員で協議し、校長

が決定する。学校給食において対応が必要

な場合、校長は保護者から提出された「食物

アレルギー対応実施申請書〔新規・継続〕」

を学校給食センター所長に提出し、対応を

依頼する。 

 

 

校長からの依頼を受け、学校給食センター

所長は対応を決定する。 

 

 

養護教諭を中心に関係教職員で個人情報フ

ァイルを作成し、食物アレルギー対応委員

会等で検討後、全教職員で情報を共有する。 

 

 

  
 

３ 関係書類の回収 

関係教職員：教頭、養護教諭 

関係書類：食物アレルギー対応実施

申請書〔新規・継続〕、学校生活管

理指導表 

時期：４月上旬 

４ 対応の決定と 

学校給食センターへの依頼 

関係教職員：校長、学級担任、養護

教諭、（栄養教諭）、（給食主任） 

時期：４月上旬 

５ 学校給食での対応の決定 

６ 個人情報ファイルの作成と 

全教職員への共通理解

関係教職員：全教職員 

時期：４月上旬 

（＊必要に応じて） 

保護者との個別面談 
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（３）進級時の場合（中学校を含む） 

      

「食物アレルギー対応実施申請書〔新規・継

続〕」を配布し、必要事項を記入の上、「学校

生活管理指導表」とともに提出してもらう。 

                    ＊症状等に変化がない場合においても、対

応の継続を希望する場合は、毎年「学校

生活管理指導表」の提出を求める。 

 

 

変更点があれば適宜保護者と面談を行い、

関係教職員で対応を協議、決定する。 

 

 

 

引き続き学校給食において対応が必要な場

合、校長は保護者から提出された「食物アレ

ルギー対応実施申請書（新規・継続）」を学

校給食センター所長に提出し、対応を依頼

する。 

 

 

校長からの依頼を受け、学校給食センター

所長は対応を決定する。 

 

 

養護教諭を中心に関係教職員で個人情報フ

ァイルを作成し、変更点があれば確認する。

食物アレルギー対応委員会等で検討後、全

教職員で情報を共有する。 

 

 

 

 

 

 

（＊必要に応じて） 

保護者との個別面談と対応の決定

２ 給食センターへの依頼 

関係教職員：校長 

時期：３月初旬 

１ 関係書類の配布と回収 

関係教職員：教頭、養護教諭 

関係書類：食物アレルギー対応実施

申請書〔新規・継続〕 

時期：２月中 

３ 学校給食での対応の決定 

４ 個人情報ファイルの確認と 

全教職員への共通理解

関係教職員：全教職員 

時期：３月下旬～４月上旬 



10 
 

（４）転入生や新たに食物アレルギー症状が発症した児童生徒等の場合 

     転入生や新たに食物アレルギー症状が発症した児童生徒については、随時手

順１～６を実施する。また、年度途中に診断結果や症状に変更等があった場合、

「学校生活管理指導表」の再提出を求めるとともに、学校給食での対応に変更

があった場合は「食物アレルギー対応実施申請書〔変更・中止〕」（様式６）の

提出を求める。 

 

     

（５）学校生活管理指導表について 

学校生活において配慮や管理が必要な児童生徒の状況を把握し、対応の検討を

行う根拠とするため、保護者に医師の診断に基づく「学校生活管理指導表」の提

出を求めることとする。 

 

＊医師の診断や指示事項を把握することが目的であるため、様式については、

「学校生活管理指導表（食物アレルギー用）」以外を使用してもよい。 

 

＊提出がない場合、学校給食における対応は行わないこととする。症状等に変

化がない場合においても、配慮や管理が必要な場合は毎年提出を求める。 

 

 

（６）個人情報ファイルについて 

下記の書類を入れておき、必要なときに速やかに情報を確認できるようにする。 

 ・学校生活管理指導表 

 ・面談記録票 

 ・食物アレルギー対応実施申請書 

 ・保健調査票等のコピー 

   事故発生時に緊急連絡先やかかりつけの病院がすぐにわかるように準

備しておきます。 

  

上記以外に、保護者との協議内容の記録や個別の緊急対応マニュアルがあれば

一緒にファイルに入れておく。 
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２．毎月の流れ 
 

給食センターより対象児童生徒の家庭に学

校を通じて下記の書類を配布する。 

 ・使用食材を示した詳細な献立表 

 ・使用食品の成分配合表 

 ・対応食希望申し込み書 

 

 

学校は保護者が記入した対応食希望申し込

み書を回収し、写しを給食センターに提出

する。 

 

 

 

学校から提出された対応食希望申し込み書

（写し）を受け、給食センターは対応食の提

供を決定し、決定内容を学校に通知する。 

 

 

学校は保護者から提出された対応食希望申

し込み書等をもとに、センターからの対応

食提供の有無、弁当持参の有無などを確認

し、一覧表を作成する。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 献立表および 

対応食希望申し込み書の配布

時期：毎月１５日前後 

２ 対応食希望申し込み書の 

回収と給食センターへの提出

時期：毎月２０日頃 

３ 対応食提供の決定 

４ 一覧表等の作成とチェック 
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第４章 学校生活における食物アレルギーへの配慮と管理 

 
１．誤配・誤食を防ぐための工夫 

 
 （１）個人容器の使用 

     対応食は、対象の児童生徒の名前、学校、学年、クラスを明記した専用の容

器に入れて配送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）専用トレイ・食器の使用 

     教室での誤配・誤食を防ぐために、専用トレイおよび食器を使用して配膳を

行う。（家庭から対応食を持参した場合も同様のトレイと食器を使用する。） 

 

 〔通常時〕                〔対応食のある日〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・専用トレイ：色の違う専用トレイを使用し、その日に対応食があることが誰でも

一目で分かるようにする。 

・専用食器：対応食は専用食器に配膳し、おかわり等の誤食を防止する。（原因食材

を使用していない、喫食可能な料理は、他の児童生徒と同じ食器を用

いて配膳をする。） 
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２．学校給食センターにおける対応 

  
（１）基本的な考え方 

     食物アレルギーを有する児童生徒が、他の児童生徒と同じように給食時間を

過ごすことができるよう対応食（除去食・代替食）の提供を行う。ただし、提

供に当たっては、安全性を最優先とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 対応食は、一献立一対応とする。 

   例：八宝菜（うずら卵・イカ入り）の場合 

うずら卵とイカの両方を除去し、「うずら卵のみ除去」「イカのみ

除去」の対応は行わない。また、「量を少なくする」などの個々

に応じた調整等も行わない。 

 

② 以下に該当する場合は、安全な給食提供は困難であるため、対応は行わ

ない。 

  a.調味料・だし・添加物の除去が必要な場合 

  b.加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合につ

いても除去指示がある場合 

（注意喚起例） 

○ 同一工場、製造ライン使用によるもの 

  「本品製造工場では○○（特定原材料等の名称）を含む製品を製

造しています。」 

○ 原材料の採取方法によるもの 

  「本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採

取しています。」 

○ えび、かにを捕食していることによるもの 

  「本製品（かまぼこ）で使用しているイトヨリダイは、えび、か

にを食べています。」 

 

  c.多品目の食物除去が必要 

  d.食器や調理器具の共用ができない 

  f.油の共用ができない 

  g.その他、上記に類似した学校給食での対応が困難と考えられる状況 
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 （２）調理～配送までの流れ 

           

          ・前日までに作業工程表、作業動線図を作成し、以下の項目につ

いて確認をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ・納品された食品が発注した食品であるか確認する。 

・加工食品等は業者から取り寄せた詳細な原料配合表と同じ食 

品か確認する。 

 

 

          ・調理担当者は、他の調理員と違う色の専用エプロンおよび帽子

を着用する。 

・野菜は洗浄～切るまでの作業を一般食と共通ラインで行い、そ

の後速やかにアレルギー室の冷蔵庫に移す。その他の使用食品

については、検収後すぐにアレルギー室内またはアレルギー室

の冷蔵庫に運ぶ。 

・対応食の調理中、調理担当者はむやみにアレルギー室から出な

い。（連絡等は内線を使用する。） 

・調理担当者は、調理指示書をもとに誤調理がないか栄養教諭ま

たは調理担当者以外の調理員と確認し、チェック表にサインを

する。 

・一般食と同様、温度管理、保存食の採取を行う。 

 

 

          ・調理担当者は、個人容器の名前、学校、学年、クラスを栄養教諭

または調理担当者以外の調理員と確認し、チェック表にサイン

をする。 

 

 

事前確認 

検収 

〔確認項目〕 

 ・対象の児童生徒の名前、学校、学年、クラス 

 ・除去、代替する食品と献立 

 ・調理担当者 

 ・調理手順 

 ・使用する調理器具、対応食の容器および食器 

調理 

配食 
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・個人容器は食器とともに学校ごとにまとめてコンテナに入れる。 

・コンテナに入れる際、調理担当者は、栄養教諭または調理担当

者以外の調理員と確認し、チェック表にサインをする。 

・チェック表はコンテナとともに学校に配送する。 

 

 

＊アレルギー対応食の検食については、学校給食センターで一括して行うこと

とし、各校へは対象児童生徒分のみ配送する。 

 

＊献立等に変更が生じた場合、学校を通じて保護者に確認をとることとし、確

認がとれるまでは一時配送を停止する。 

 

 

３．学校における対応 

  
 （１）基本的な考え方 

     食物アレルギーを有する児童生徒が、他の児童生徒と同じように給食時間や

学校生活を過ごせるよう食物アレルギーやアナフィラキシーについて正しく

理解し、教職員全員が共通理解を図り、リスク管理や緊急対応を行う。 

また、学校給食の提供にあたっては、安全性の確保を最優先とし、対応食は

本人への手渡しを基本とする。 

 

 

 （２）受け取り～給食時間までの流れ 

    

          ・給食が届いたら、給食受入配分員は学校給食センターの配送員

とともにアレルギー対応食について以下の項目について確認

し、チェック表にサインをする。 

 

 

 

 

 

・給食受入配分員は、届いたアレルギー対応食（個人容器および

食器）とチェック表を職員室に運ぶ。 

〔確認項目〕 

 ・対象の児童生徒の名前、学年、クラス 

 ・個人容器および食器の有無 

配送 

配膳室 
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          ・受け渡しを担当する教職員は、給食受入配分員とともにアレル

ギー対応食について以下の項目について確認し、チェック表に

サインをする。 

 

 

 

 

 

・対象の児童生徒が欠席の場合は、チェック欄に『欠席』と記入

し、個人容器と食器、チェック表は配膳室に持ち帰る。 

・アレルギー対応食は、給食時間まで複数の教職員の目が届く場

所で保管しておく。（直射日光が当たる場所は避け、衛生的な場

所で保管する。） 

 

 

 （３）給食時間の流れ 

    

          ・担任はトレイのカゴを確認し、青色のトレイが入っている場合

は、該当の児童生徒に対応食があることを伝えるとともに、他

の児童生徒に注意を促す。 

          ・該当の児童生徒は、職員室に対応食をとりに行く。 

 

 

    

・受け渡しを担当する教職員は、児童生徒の名前、学年、クラス

を確認しチェック表にサインをした上で、個人容器と食器、チ

ェック表をカゴに入れて手渡す。 

           

 

    

          ・対応食以外は一般食を配膳する 

          ・担任は「いただきます」をする前に該当の児童生徒の配膳が正

しく行われたかを確認し、チェック表にサインをする。 

          ・該当の児童生徒がおかわり等をしないよう十分に注意する。 

〔確認項目〕 

 ・対象の児童生徒の名前、学年、クラス 

 ・個人容器および食器の有無 

教室 

職員室 

教室 

職員室 
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 （４）食材、食物を扱う活動等 

   ・食物、食材を扱う授業や活動の場合、学級担任（指導担当者）は事前にその内

容を対象児童生徒の保護者に知らせ、関係教職員とも共通理解を図る。 

   ・宿泊を伴う校外学習の場合、宿泊施設と連絡を取り、献立を確認して対象児童

生徒の保護者と情報を共有する。 

   ・体育や部活動等、運動を伴う活動の場合、学級担任等は食物依存性運動誘発ア

ナフィラキシーへの配慮を行う。 
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第５章 緊急時の対応 

 
１．対応の手順 

食物アレルギーを有する児童生徒が何らかの体調の変化を訴えた場合は、アレルギ

ー症状である可能性を考慮して体調の変化を観察し、迅速に対応する。特に、アナフ

ィラキシーやアナフィラキシーショックは、急速に症状が進行するおそれがあり、極

めて危険な状況であるため、教職員の誰もが適切な対応がとれるよう、緊急時の対応

について確認しておく。 

また、個々の児童生徒に応じた対応ができるよう、保護者や主治医等と連携を図り、

対応について確認しておく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

〈アレルギー症状への対応の手順〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈安静時の体位〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014」（独立行政法人環境再生保全機構） 
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〈症状チェックシート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014」（独立行政法人環境再生保全機構） 
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〈エピペン®について〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014」（独立行政法人環境再生保全機構） 
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２．緊急時対応の役割分担 
エピペン®の使用方法や対応の手順、個別の緊急時対応マニュアルについて、職員

会議等において必ず全教職員で情報共有する。また、緊急時に迅速かつ適切な判断と

対応がとれるよう、どのような役割分担があるかを確認し、チームとして対応できる

よう、あらかじめ研修や訓練を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック 2014」（独立行政法人環境再生保全機構） 

 



 

 

様式１ 

 お子様が入学後、安心して学校生活を送っていただくための調査です。 

 全員必ず、本調査書に必要事項をご記入の上、入学説明会で学校にご提出ください。 

 

食物アレルギー調査票 

 

  児童氏名           （ 男 ・ 女 ）   保護者氏名            

 

 

 

 １ お子様に食物アレルギー症状が出るときがありますか？      [ はい ・ いいえ ] 

 

  ※“はい”と答えられた方は次へ、“いいえ”と答えられた方も名前を記入し、ご提出ください。 

 

 

 ２ 食物アレルギーの原因食物は何ですか？ 

    原因食物： 

  

 

３ 現在、除去中の食物があればお書きください。 

    食物名： 

  

 

 ４ 家庭での除去の様子について、該当するものに○をつけてください。 

  （  ）アレルギーを起こす食材を完全除去している。 

  （  ）本人の体調により除去する場合がある。 

  （  ）本人が自分で取り除いて食べている。 

  （  ）特に配慮していない。 

 

 ５ アナフィラキシーショックを起こした経験がありますか？     [ はい ・ いいえ ] 

 

 ６ エピペン®を医師から処方されていますか？                       [ はい ・ いいえ ] 

 

 ７ 学校給食で希望されるアレルギー対応について、該当するものに○をつけてください。 

  （  ）代替食・除去食の提供を希望する。 

  （  ）代替食・除去食の提供は希望しないが、詳細な献立表や成分表の配付を希望する。 

  （  ）対応を希望しない 

  （  ）その他  [                               ] 

 

 

 ＊ 代替食・除去食の提供を希望される方は、後日面談を実施させていただきます。その際に「学

校生活管理指導表」をご提出いただきますので、ご準備をお願いいたします。 



様式２

氏名 男・女　　　　　平成　　　年　　　月　　　日　生 井手町立　　　　　　　　　学校　　　　年　　　　　　　　組

学校生活上の留意点 ☆保護者

A 食物アレルギー病型（食物アレルギーありの場合のみ記載） A　給食 電話：

1 　1　管理不要

2 　2　保護者と相談し決定

3 B　食物・食材を扱う授業・活動 ☆連絡医療機関

該当する食品の番号に○をし、かつ≪　≫内に除去根拠を記載 　1　配慮不要 医療機関名

除去根拠 食物摂取により経験した症状 　2　保護者と相談し決定

1 鶏卵 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） C　運動（体育・部活動等）

2 牛乳・乳製品 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） 　1　管理不要

3 小麦 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） 　2　保護者と相談し決定

4 ソバ ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） D　宿泊を伴う校外活動

5 ピーナッツ ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） 　1　配慮不要 電話：

6 種実類・木の実類 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） 　2　食事やイベントの際に配慮が必要

7 甲殻類（エビ・カニ） ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） E　その他の配慮・管理事項 記載日

8 果物類 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） 　　（自由記載）

9 魚類 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　） 医師名

10 肉類 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　）

11 大豆 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　）

12 ゴマ ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　）

13 軟体類・貝類 ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　）

14 その他１ ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　）

15 その他２ ≪　　　≫ （　　　　　　　　　　　　）

1

2 アドレナリン自己注射薬（「エピペン®」）

3

○　学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意します。

保護者署名

年　　　月　　　日

　　　　　　　　   　　　　　　      印　

医療機関名

C　緊急時に備えた処方薬

内服薬（薬品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本診断書の内容については，年度毎に再評価が必要です。
　（　次回提出予定日　：　　　　　年　　　　月　）その他（薬品名：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

井 手 町 学 校 生 活 管 理 指 導 表 （ 食 物 ア レ ル ギ ー 用 ）

病型・治療

【
緊
急
連
絡
先

】

即時型　＜　アナフィラキシーの既往がある場合は⇒（　　　年前）　＞

口腔アレルギー症候群

食物依存性運動誘発アナフィラキシー

B　原因物質・除去根拠

［食物摂取により経験した症
状］
該当するものすべてを（ ）
内に記載。
a：皮膚・粘膜症状

（一部，広範）
b：消化器症状
c：呼吸器症状
d：循環器症状
e：神経症状

［除去根拠］
該当するものすべてを
≪ ≫内に記載。
① 明らかな症状の既往
② 食物経口負荷試験陽性
③ I g E 抗体など検査結果
が陽性



 

 

様式３ 

面談記録票 

 

 児童生徒名            （男・女）     保護者氏名             

 

 面 談 者         ・           面談した日    年   月   日 

 

 

１  食物アレルギーの原因食品について 

 １ 食物アレルギーを起こす原因食品は何ですか？  

原因食品 アレルギーを起こす 

量・対応策など 

加熱の有無 加工食品等に

含まれる微量

の食品の可否 

幼稚園・保育園

(所)、小学校で

の対応 

摂取した場合 

(症状・発症までの時間) 

 □ 少量でも不可 

□ 体調によって 

□ その他 

□ 自分で除去できる 

□ 加熱をすれば可 

□ 体調によって 

□ その他 

□ 可 

□ 不可 

□ その他 

  

 □ 少量でも不可 

□ 体調によって 

□ その他 

□ 自分で除去できる 

□ 加熱をすれば可

□ 体調によって 

□ その他 

       

□ 可     

□ 不可    

□ その他   

  

 □ 少量でも不可 

□ 体調によって 

□ その他 

□ 自分で除去できる 

□ 加熱をすれば可

□ 体調によって 

□ その他 

       

□ 可     

□ 不可    

□ その他   

  

 □ 少量でも不可 

□ 体調によって 

□ その他 

□ 自分で除去できる 

□ 加熱をすれば可

□ 体調によって 

□ その他 

□ 可      

□ 不可    

□ その他   

  

 ※ ごく微量(コンタミネーション)でもアレルギー症状を引き起こす可能性があるかを確認する。 

 

 ２ 現在、除去している食べ物はありますか？ 

   （ “はい”の場合 → 食品名：                   ） 

  

 ３ 過去に除去を行っていたが、現在は食べられるようになった食品はありますか？ 

   （ “はい”の場合 → 食品名 ：                  ） 

 

 ４ 除去に至る根拠は何ですか？  

  □ 明らかな症状の既往 

    □ 食物経口負荷試験陽性    （原因食物：        最終検査日：      ） 

    □ IgE 抗体など検査結果が陽性  （原因食物：        最終検査日：      ） 



 

 

２  食物アレルギーの症状と治療について 

 １ 運動しているときに、症状を発症したことはありますか？  

（ “はい”の場合 → 食べものとの関連：  あり  ・  なし  ） 

 

 ２ アナフィラキシーショックの経験はありますか？ 

 “はい”の場合 → これまでに   回 、最後の発症年月                

                     原因： 

 

 ３ 現在、食物アレルギーの治療のために使用している薬はありますか？ 

（ “はい”の場合 → 薬剤名：                   ） 

 

４ 食物アレルギーの治療のために携帯を希望する薬はありますか？ 

（ “はい”の場合 → 薬剤名：                   ） 

 

   携帯を希望する薬は児童生徒自身で管理及び使用できますか？ 

 “いいえ”の場合 → 具体的な管理及び使用方法は学校と要相談     

 “はい”の場合 → 具体的な管理及び使用方法は学校と要確認    

 

 

 

 

 

３  給食について 何か配慮や希望はありますか？ 

 “はい”の場合 → 具体的な配慮方法・対応については学校と要相談     

   

 

 

 

     

 

４  主治医より学校生活（運動・調理実習・宿泊等）について受けている注意はありますか？ 

 “はい”の場合 → 指導内容     

   

 

 

 

     

 

５  その他（要望・合意事項等） 

 

 

 

 



 

様式４ 

食物アレルギー対応実施申請書〔新規・継続〕 

 

井手町立          校長 様 

 

平成    年   月   日 

 

保護者氏名            印 

 

 

食物アレルギーによる学校給食への対応について、学校生活管理指導表の通り申請します。 

 

ふりがな  

学年組 

新 1年生 

児童・生徒氏名  
    年   組 

＊新 1年生以外は現学年組を記入 

除去食等を希望する原因食物 

原因食物 備 考 

（例）鶏卵 加工食品等でつなぎに使用の場合も不可。 

 

 

《学校記入欄》 

 

井手町立学校給食センター所長 様 

 

 上記の内容について、学校給食における食物アレルギー対応の実施を申請します。 

 

平成   年   月   日 

井手町立        学校 

校長           印 

 



 

 

様式５ 

 

 お子様が中学校進学後も、安心して学校生活を送っていただくための確認書です。 

 必要事項をご記入の上、小学校にご提出ください。 

 

食物アレルギー対応継続確認書 

 

 

  井手町立       小学校    ６年   組  児童氏名              

 

                           保護者氏名             

 

 

 １ 中学校進学後も食物アレルギー対応の継続を希望されますか？  [ はい ・ いいえ ] 

 

  ※“はい”と答えられた方は２へ、“いいえ”と答えられた方は３へお進みください。 

 

 

 ２ 診断結果や症状等に変更等があり、現在の対応内容と異なる対応を希望されますか？ 

[ はい ・ いいえ ] 

 

         “はい”と答えた方は、変更点等をお書きください。 

  

 

 

  

 

 

 ３ 今後ご希望される対応について、該当するものに○をつけてください。 

  （  ）代替食・除去食の提供は希望しないが、詳細な献立表や成分表の配付を希望する。 

  （  ）対応を希望しない 

  （  ）その他  [                                 ] 

 

 

 

 ＊ 継続を希望された方には、後日、申請書を配付させていただきます。こちらの申請書につきま

しては、学校生活管理指導表とともに中学校にご提出ください。 



 

様式６ 

食物アレルギー対応実施申請書〔変更・中止〕 

 

井手町立          校長 様 

 

平成    年   月   日 

 

保護者氏名            印 

 

 

食物アレルギーによる学校給食への対応について、下記の通り（ 変更 ・ 中止 ）を申請します。 

 

ふりがな  

学年組 年   組 

児童・生徒氏名  

変更もしくは中止する内容 

原因食物 変更もしくは中止するもの 備 考 

（例）鶏卵 加工食品等でつなぎに使用の場合は喫食

可能。 

卵料理（オムレツ、卵とじ等）は

引き続き不可。 

 

 

《学校記入欄》 

 

井手町立学校給食センター所長 様 

 

 上記の内容について、学校給食における食物アレルギー対応の実施を申請します。 

 

平成   年   月   日 

井手町立        学校 

校長           印 
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